
平
成
十
二
年
運
輸
省
・
建
設
省
令
第
十
四
号

公
共
土
木
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
国
庫
負
担
法
施
行
規
則

公
共
土
木
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
国
庫
負
担
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
七
号
）
及
び
公
共
土
木
施
設
災
害

復
旧
事
業
費
国
庫
負
担
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
百
七
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
及
び
同
令

を
実
施
す
る
た
め
、
公
共
土
木
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
国
庫
負
担
法
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
道
路
の
附
属
物
）

第
一
条
　
公
共
土
木
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
国
庫
負
担
法
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
七
号
に
規

定
す
る
主
務
大
臣
の
指
定
す
る
道
路
の
附
属
物
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
二
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
道
路
上
の
柵
又
は
駒

止
め

二
　
道
路
法
第
二
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
街
灯

三
　
道
路
法
第
二
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
道
路
標
識

四
　
道
路
法
第
二
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
道
路
情
報
管
理
施
設

五
　
道
路
法
第
二
条
第
二
項
第
六
号
に
規
定
す
る
道
路
の
維
持
又
は
修
繕
に
用
い
る
機
械
、
器
具
又
は
材
料
の
常

置
場

六
　
道
路
法
第
二
条
第
二
項
第
七
号
に
規
定
す
る
自
動
車
駐
車
場
又
は
自
転
車
駐
車
場

七
　
道
路
法
第
二
条
第
二
項
第
九
号
に
規
定
す
る
共
同
溝
又
は
電
線
共
同
溝

八
　
道
路
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
四
百
七
十
九
号
）
第
三
十
四
条
の
三
第
一
号
に
規
定
す
る
道
路
の

防
雪
又
は
防
砂
の
た
め
の
施
設

（
公
園
の
施
設
）

第
二
条
　
令
第
一
条
第
十
二
号
に
規
定
す
る
主
務
大
臣
の
指
定
す
る
施
設
は
、
植
栽
及
び
生
け
垣
と
す
る
。

（
小
規
模
な
施
設
）

第
三
条
　
公
共
土
木
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
国
庫
負
担
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
第
九
号
の
規

定
に
よ
る
小
規
模
な
施
設
に
係
る
災
害
復
旧
事
業
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
け
い
流
に
お
け
る
直
高
二
メ
ー
ト
ル
未
満
の
石
垣
又
は
板
さ
く
類
の
み
に
係
る
災
害
復
旧
事
業

二
　
道
路
の
路
面
又
は
側
こ
う
の
み
に
係
る
災
害
復
旧
事
業

三
　
車
馬
の
交
通
に
著
し
い
妨
げ
の
な
い
道
路
上
の
崩
土
の
た
い
積
に
係
る
災
害
復
旧
事
業

（
災
害
状
況
報
告
の
様
式
）

第
四
条
　
令
第
一
条
に
規
定
す
る
河
川
、
海
岸
、
砂
防
設
備
、
地
す
べ
り
防
止
施
設
、
急
傾
斜
地
崩
壊
防
止
施
設
、

道
路
、
港
湾
、
水
道
、
下
水
道
及
び
公
園
に
つ
い
て
災
害
が
生
じ
た
場
合
に
お
け
る
令
第
五
条
第
一
項
の
主
務
省

令
で
定
め
る
様
式
は
、
別
記
様
式
第
一
の
と
お
り
と
す
る
。

（
国
庫
負
担
申
請
）

第
五
条
　
令
第
六
条
第
一
項
の
目
論
見
書
及
び
設
計
書
の
様
式
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
記
様
式
第
二
及
び
第
三
の
と
お
り

と
す
る
。

２
　
前
項
の
設
計
書
に
は
、
平
面
図
及
び
横
断
面
図
そ
の
他
の
必
要
な
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
災
害
復
旧
事
業
費
の
決
定
）

第
六
条
　
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
災
害
復
旧
事
業
の
事
業
費
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
費
ご
と
に
千
円
を
単
位
と
し

て
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。

（
国
の
負
担
率
の
通
知
）

第
七
条
　
法
第
四
条
の
規
定
に
よ
っ
て
災
害
復
旧
事
業
費
に
対
す
る
国
の
負
担
率
を
算
定
し
た
と
き
は
、
国
土
交
通

大
臣
は
、
遅
滞
な
く
、
都
道
府
県
知
事
（
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条

の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
指
定
都
市
」
と
い
う
。
）
の
長
、
都
道
府
県
又
は

指
定
都
市
が
加
入
し
て
い
る
地
方
公
共
団
体
の
組
合
の
管
理
者
又
は
長
（
同
法
第
二
百
八
十
七
条
の
三
第
二
項

（
同
法
第
二
百
九
十
一
条
の
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
管
理
者
又
は
長
に
代
え
て

理
事
会
を
置
く
組
合
に
あ
っ
て
は
、
理
事
会
）
及
び
都
道
府
県
又
は
指
定
都
市
が
組
織
に
加
わ
っ
て
い
る
港
湾
法

（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号
）
に
基
づ
く
港
務
局
の
長
を
含
む
。
）
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
国
庫
負
担
金
交
付
の
申
請
）

第
八
条
　
法
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
国
の
負
担
金
の
交
付
の
申
請
は
、
当
該
地
方
公
共
団
体
（
港
務
局
を
含
む
。
以

下
同
じ
。
）
に
お
い
て
、
令
第
六
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
基
づ
い
て
、
当
該
事
業
費
に
関
し
議
会
（
港
務

局
に
あ
っ
て
は
、
当
該
港
務
局
を
組
織
す
る
地
方
公
共
団
体
の
議
会
）
の
議
決
の
あ
っ
た
予
算
書
の
関
係
部
分
の

写
し
を
添
付
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
設
計
の
変
更
）

第
九
条
　
令
第
七
条
第
二
項
の
設
計
書
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
四
の
と
お
り
と
す
る
。

２
　
前
項
の
設
計
書
に
は
、
平
面
図
及
び
横
断
面
図
そ
の
他
の
必
要
な
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
事
業
の
廃
止
）

第
十
条
　
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
が
事
業
費
を
決
定
し
て
か
ら
法
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
負
担
金
を
交
付
す
る
ま
で
の
間
に
災
害
復
旧
事
業
を
廃
止
し
た
と
き
は
、
地
方
公
共
団
体
の
長
は
、

別
記
様
式
第
五
に
よ
り
そ
の
都
度
国
土
交
通
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
令
第
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
廃
止
の
報
告
は
、
別
記
様
式
第
五
の
報
告
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
て

す
る
も
の
と
す
る
。

（
残
存
物
件
の
換
算
方
法
）

第
十
一
条
　
令
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
残
存
物
件
の
換
算
は
、
材
料
に
つ
い
て
は
取
得
価
額
に
よ
り
行
い
、
そ
の
他

の
物
件
に
つ
い
て
は
取
得
価
額
に
別
に
定
め
る
残
存
価
額
率
を
乗
じ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
成
功
認
定
の
申
請
）

第
十
二
条
　
令
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
災
害
復
旧
事
業
の
成
功
認
定
の
申
請
は
、
別
記
様
式
第
六
の
成
功
表
を
添

付
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
工
事
台
帳
等
の
整
理
）

第
十
三
条
　
地
方
公
共
団
体
は
、
国
の
負
担
金
の
交
付
を
受
け
て
災
害
復
旧
事
業
を
施
行
す
る
と
き
は
、
当
該
災
害

復
旧
事
業
に
関
し
、
工
事
台
帳
並
び
に
機
械
台
帳
、
経
理
簿
及
び
備
品
台
帳
等
を
整
備
し
て
必
要
な
事
項
を
記
載

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
会
計
事
務
の
整
理
）

第
十
四
条
　
国
の
負
担
金
の
交
付
を
受
け
て
災
害
復
旧
事
業
を
施
行
す
る
地
方
公
共
団
体
は
、
当
該
災
害
復
旧
事
業

の
事
業
費
に
関
す
る
会
計
に
つ
い
て
、
災
害
の
発
生
し
た
年
ご
と
に
区
別
し
て
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
権
限
の
委
任
）

第
十
五
条
　
令
第
十
五
条
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
工
事
費
の
決
定
は
、
地
方
公
共
団
体
又
は
そ
の
機
関

が
施
行
す
る
災
害
復
旧
事
業
に
係
る
も
の
で
あ
っ
て
一
箇
所
の
工
事
の
費
用
が
お
お
む
ね
二
千
万
円
未
満
の
も
の

と
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
工
事
費
の
決
定
を
除
く
。

一
　
災
害
復
旧
事
業
の
施
行
の
み
で
は
再
度
災
害
の
防
止
に
十
分
な
効
果
が
期
待
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
た
め

こ
れ
と
合
併
し
て
公
共
土
木
施
設
の
新
設
又
は
改
良
に
関
す
る
事
業
の
施
行
が
必
要
と
な
る
当
該
災
害
復
旧
事

業
に
係
る
も
の

二
　
一
箇
所
の
工
事
の
費
用
が
お
お
む
ね
二
千
万
円
以
上
の
災
害
復
旧
事
業
に
係
る
工
事
費
の
決
定
又
は
前
号
に

掲
げ
る
災
害
復
旧
事
業
の
工
事
費
の
決
定
と
併
せ
て
行
う
こ
と
が
適
当
と
認
め
ら
れ
る
も
の

三
　
二
以
上
の
地
方
支
分
部
局
の
管
轄
区
域
に
わ
た
り
発
生
し
た
災
害
に
係
る
災
害
復
旧
事
業
の
工
事
費
の
決
定

で
当
該
管
轄
区
域
の
境
界
周
辺
の
地
域
に
お
け
る
も
の
を
一
体
と
し
て
行
う
こ
と
が
適
当
と
認
め
ら
れ
る
も
の

四
　
実
地
調
査
の
結
果
等
に
よ
り
、
地
方
整
備
局
長
又
は
北
海
道
開
発
局
長
が
そ
の
決
定
を
一
時
留
保
し
た
も
の

五
　
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
事
業
費
が
決
定
さ
れ
た
災
害
復
旧
事
業
（
令
第
三
条
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）

に
つ
い
て
、
水
勢
又
は
地
形
の
変
動
そ
の
他
の
事
由
に
基
づ
き
再
度
行
う
も
の

六
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
特
殊
な
災
害
に
係
る
も
の
、
緊
急
に
工
事
費
の
決
定
を
要
す
る
も
の
そ
の

他
国
土
交
通
大
臣
が
自
ら
行
う
こ
と
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
も
の

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十

三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
関
係
省
令
の
廃
止
）

２
　
次
に
掲
げ
る
省
令
は
、
廃
止
す
る
。

一
　
公
共
土
木
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
国
庫
負
担
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
四
十
六
号
）

1



二
　
公
共
土
木
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
国
庫
負
担
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
建
設
省
令
第
十
号
）

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
四
月
二
日
国
土
交
通
省
令
第
八
四
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
改
正
後
の
規
定
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
以
後
に
発
生
し
た
災
害
に
係
る
災
害
復
旧
事
業
に
つ
い
て
適
用

し
、
同
日
前
に
発
生
し
た
災
害
に
係
る
災
害
復
旧
事
業
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
四
月
一
日
国
土
交
通
省
令
第
一
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
一
月
三
一
日
国
土
交
通
省
令
第
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
二
月
六
日
国
土
交
通
省
令
第
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
の
日

（
平
成
二
十
五
年
三
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
一
月
二
〇
日
国
土
交
通
省
令
第
九
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
道
路
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
二
年
十
一
月
二
十
五
日
）
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
令
和
三
年
八
月
三
一
日
国
土
交
通
省
令
第
五
三
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取

り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
六
年
四
月
一
日
国
土
交
通
省
令
第
五
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

別
記

様
式
第
一
（
第
四
条
関
係
）
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様
式
第
二
（
第
五
条
関
係
）

 

様
式
第
三
（
第
五
条
関
係
）

様式第三(第五条関係) 

 第一表 

年 災 害 復 旧 工 事 

設 計 書 

(地方公共団体名)  

災 害 年 月 日 年     月     日  

工

事

概

要 

 

工 事 番 号 第           号  

河川名、路線名、港湾名等 
 

施 行 位 置 
    郡    町 

    市    村 
   大字     地内  

工 事 名 
 

 
申 請 決 定※  摘 要 

工 事 費 金        千円 金        千円  

内 未 成 金        千円 金        千円 年災        次 第        号  

内 転 属 金        千円 金        千円 次 第        号  

被 災 原 因 そ の 他 
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 第二表 

工 事 費 総 括 表 

費 目 金 額 摘 要 

工 事 費   

 本 工 事 費   

 附 帯 工 事 費   

 測 量 及 び 試 験 費   

 用地費及び補償費   

 船舶及び機械器具費   

 営 繕 費   

 工 事 雑 費   

 応 急 工 事 費   

 

 第三表 

応 急 工 事 費 内 訳 表 

費 目 金 額 摘 要 

本 工 事 費   

附 帯 工 事 費   

測 量 及 び 試 験 費   

用 地 費 及 び 補 償 費   

船舶及び機械器具費   

営 繕 費   

工 事 雑 費   

計   

 備 考 

  1 第一表の「河川名、路線名、港湾名等」欄の記載は、河川については一級河川、二

級河川、準用河川又は普通河川の別を併記し、道路については一般国道、主要地方道

又は一般都道府県道であるときはその旨を明らかにし、港湾については港湾又は海岸

の別を併記すること。 

  2 第一表の「被災原因その他」欄には、被災原因、復旧計画の概要その他必要な事項

を記載すること。 

  3 第二表及び第三表の記載方法及び添付書類は別に定めるところによること。 

  4 ※の欄には、記載しないこと。 
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様
式
第
四
（
第
九
条
関
係
）

様式第四（第九条関係）（平24国交令3・一部改正）年災害復旧事業変更設計書（地方公共団体名）河川名、工事災害決定変更後の路線名、番号年次工事費設計額港湾名等変更理由決定設計変更設計増△減種別細別摘要費目工種単位金額金額金額数量単価数量単価数量合計備考1決定設計の欄には、査定（再調査を含む。）決定された数量、単価及び金額を記載し、国土交通大臣の同意を得て、その設計を変更した場合には、最近の変更設計に係る数量、単価及び金額を記載すること。2違算、計上もれに係るものについては、摘要欄にその旨を記載すること。3歩掛が、令第6条第2項により国土交通大臣の同意を得た歩掛の1．2倍をこえるものについては、摘要欄に当該増減の割合（例普通作業員＝1．45倍）を記載すること。4総合単価を使用した箇所に係る単価、歩掛についての決定設計欄は、合計の金額のみを記載し、変更設計欄の記載は1によるものとする。
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様
式
第
五
（
第
十
条
関
係
）

様式第五（第十条関係）番号年月日国土交通大臣氏名あて都道府県知事（市町村長）氏名公共土木施設災害復旧事業廃止報告下記の災害復旧事業を下記の理由によって廃止したので、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則第10条の規定により報告します。記河川名、位置災害発生年工事番号路線名、決定額廃止の理由港湾名等郡市町村大字備考1この表は、各災害発生年ごとに作成すること。2「河川名、路線名、港湾名等」欄の記載は、河川については一級河川、二級河川、準用河川又は普通河川の別を併記し、道路については一般国道、主要地方道又は一般都道府県道であるときはその旨を明らかにし、港湾については港湾又は海岸の別を併記すること。  

様
式
第
六
（
第
十
二
条
関
係
）
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